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1.2 残留熱の除去 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内の燃料デブリ等の残留熱を除去するた

め原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1参照）により必要な注水量を注水し，残

留熱を適切に除去する。また，１～４号機使用済燃料プール設備，使用済燃料共用プー

ル設備，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備等の使用済燃料貯蔵設備内の燃料体の残留

熱を適切に除去する。（Ⅱ.2.3，Ⅱ.2.12，Ⅱ.2.13参照） 

○ １～３号機原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1参照）により必要な注水量を注

水し，原子炉圧力容器底部の温度を 100℃未満に維持するとともに，原子炉圧力容器内・

原子炉格納容器内監視計測器（Ⅱ.2.9参照）により冷却状態の監視を行う。 

＜５・６号機＞ 

○ 残留熱除去系（Ⅱ.2.22 参照）及び補機冷却系等の冷却に必要な設備（Ⅱ.2.27 参照），

復水補給水系（Ⅱ.2.24 参照）等冷却水を補給する設備を健全な状態に維持・管理する

ことにより，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・継続する。 

 

 


